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 附則 

 

 花巻市議会（以下「議会」という。）は、二元代表制のもと、市

長とともに市民の信託を受けた市の代表機関である。議会は多人

数による合議制の機関として、市長は独任制の機関として、それ

ぞれの異なる特性を生かし、市民の意思を市政に的確に反映させ

るために競い、協力し合いながら、市としての最高の意思決定を

導く共通の使命が課せられている。 

 地方分権の時代にあって、自治体の自主的な意思決定と責任の

範囲が拡大した今日、議会の果たすべき役割は確実に増してきて

おり、自治体政策を審議する場合において、その論点、争点を市

民に明らかにし、持てる権能を十分に駆使し、議決機関としての

責務を果たさなければならない。 

 このような使命を達成するため、議会は主権者である市民の代

表機関であることを常に自覚し、市民との関係、市長その他の執

行機関との関係、議会の活動原則及び議員の活動原則等を定め、

市民の信託に全力で応えていくことを決意し、議会の最高規範と

してこの条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会に関する基本事項を定めることにより、

議会への民意の反映と、議会の情報公開を充実させ、議決機関

としての責任を果たすことを目的とする。 

 
 
 
 

 この条例の全体を一覧することができる

ように目次をつけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前文 

 前文では議会基本条例を制定するに至っ

た背景や制定への思いが述べられ、花巻市民

の代表としての議会と議員の決意を表明し

ています。 

※「二元代表制」 

「議会の議員」と「市長」を市民が直接選

挙で選ぶ制度のことで、「議員内閣制」の国

会で国会議員が総理大臣を選んでいること

と違い、どちらも市民の代表であることか

ら、議会と市長は対等の機関として、お互い

に抑制、協力することで緊張感を保ちながら

自治体の運営に取り組む制度のことです。 

※「合議制」 

 複数の人が話し合って物事を決定する制

度のことです。 

 

 

第１条 

 議会基本条例は、議会とその構成員である

議員のあるべき姿を明文化し、役割をはっき

りさせること、さらには市民の信託に応える

ために市民の意見を取り入れていくことと

議会の活動内容をお知らせしていく「開かれ

た議会」を推し進めていきます。そうするこ

とで、議会本来の役割である自治体の意思決



 
 
 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動

する法人その他の団体をいう。 

(2) 市長等 市長及びその他の執行機関をいう。 

(3) 委員会 花巻市議会委員会条例に定める常任委員会、議会

運営委員会及び特別委員会をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最高規範性） 

第３条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会

は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定して

はならない。 

２ 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条

項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判

断しなければならない。 

 

（議会の活動原則） 

第４条 議会は、市政の監視及び評価並びに政策立案及び政策提

言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に

努めなければならない。 
２ 議会は、公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた運営に

努めなければならない。 

定機関としての責任を果たしていくことを

目的に制定しました。 

 

第２条 

 これ以降の条文で使用される用語につい

て定めています。 

 「市民」は、住民登録の有無に限らないこ

ととしています。 

その他の執行機関は以下のものが含まれ

ます。 

①教育委員会 

②選挙管理委員会 

③監査委員 

④農業委員会 

⑤固定資産評価審査委員会 

常任委員会と特別委員会は現在以下の委

員会があります。 

＜常任委員会＞ 

①総務常任委員会 

②文教常任委員会 

③福祉常任委員会 

④産業建設常任委員会 

＜特別委員会＞ 

①はなまき市議会だより編集委員会 

②悪臭公害対策特別委員会 

③議会改革検討特別委員会 

 

第３条 

 「花巻市まちづくり基本条例」が市長をは

じめとする執行機関にとっての最高規範で

あると同様に、議会基本条例が花巻市議会に

とって最高規範であることを定めています。

 

 

 

第４条 

 市政の意思決定機関としての役割と市長

等の行政運営を監視する役割を果たすため

に、公正、透明性をもって活動することを定

めています。また、市民の意見が反映できる

よう努めることとしています。 



３ 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させ

るための運営に努めなければならない。 
 

(議員の活動原則)  

第５条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関で

あることを認識し、議員相互間の自由な討議を尊重しなければ

ならない。 

２ 議員は、市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を

的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに

努め、市民の代表としての自覚を持って活動をしなければなら

ない。 

３ 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指

して活動しなければならない。 

 

 

（議長及び副議長） 

第６条 議会は、議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。 

３ 議長は、議会を代表し、議会の秩序保持、議事の整理、議会

事務を統理し、公平公正な議会運営に努めなければならない。 

４ 議長は、議会全体の代表とし、会派及び委員会から独立した

活動を行うものとする。 

５ 副議長は、議長に事故あるとき又は議長が欠けたとき、議長

の職務を行うものとする。 

６ 議会は、議長及び副議長を別に定める規定により議員による

選挙で選ぶものとし、それぞれの職を志願する者に所信を表明

する機会を設けるものとする。 

 

 

 

 

 

（会派） 

第７条 議員は、議会活動を行うため、同一理念を共有する政策

集団（以下「会派」という。）を結成することができる。 

２ 会派に関することは、別に定める。 

 
 
 
 
 

 

 

 

第５条 

 ここでは、議員個々のあるべき姿について

定めています。 

 第１項では、議会は、複数の人が話し合っ

て決める機関であることから、会議以外の場

においても議員間で話し合うことを尊重す

ることとしています。 

 第２項では、議員は市民全体の代表である

ことを自覚すること、広く課題や意見などの

把握に努めること、そして常に自己研さんに

努めることとしています。 

 

第６条 

 議長と副議長について規定しています。 

 第１項は、議会の権限として議長と副議長

を設けることを定めています。 

 第２項は、議長と副議長の任期は議員の任

期である４年と定めています。 

 第３項は、議長の権限について、主に対外

的に議会を代表すること、議会の秩序保持、

議事整理、議会事務の統理があることを定め

ています。 

 第４項は、議長は議会内のどの組織にも属

さず、常に議会全体を代表する立場で行動し

なければならないことを定めています。 

 第６項は、議長、副議長は立候補制による

投票で選ぶこととし、立候補した者は、その

所信を表明することができるとしています。

 

第７条 

 議員が「会派」を結成することができると

しています。 

 会派については、「花巻市議会会派に関す

る規程（平成１８年１月１２日議会告示第３

号）」に定められています。 

 

 

 



第２章 市民と議会の関係 

（市民参加） 

第８条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するととも

に、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議のほか、委員会、議員全員協議会を原則公開

するものとする。 

３ 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度

を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を討議に反

映させるものとする。 

４ 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけると

ともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会

を設けることができる。 

 

 

 （議会報告会） 

第９条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般

にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議

会報告会を行うものとする。 
 

（議会広報の充実） 

第１０条 議会は、市政に関する重要な情報を、常に市民に対し

て周知するよう努めるものとする。 

２ 議会は、広報機能の充実を図るため、議員で構成する議会報

の編集を行う委員会を設置する。 

 

 

 

第３章 議会と市長等の関係 

（一問一答、反問権） 

第１１条 議会は、市長等との関係について、次に掲げるところ

により、緊張関係の保持に努めなければならない。 

(1) 本会議及び委員会における議員と市長等の質疑応答は、広

く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方

式で行うものとする。 

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等

は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反

問することができる。 

 

 

 

 

 

第８条 

 ここでは、議会の活動について、市民に公

開することと、十分な説明をしなければなら

ないと定めています。 

 第３項は、委員会で議案や課題について話

し合うとき、市民の意見を取り入れることを

定めています。 

 第４項は、請願や陳情について、市民から

の政策提案と考えることと、それについて委

員会で話し合う場合、請願の紹介議員だけで

なく、提案者から意見を聴くことを定めてい

ます。 

 

第９条 

 議会の活動について説明し、市民の意見を

広く聴くための議会報告会を開催すること

を定めています。 

 

第１０条 

 市政に関するお知らせは、執行機関である

市長も行っていますが、議会は、市長とは別

の視点から市民への周知することが必要と

考えて周知することとしています。 

 また、主に広報を行うための専門の委員会

を設置することを定めています。 

 

 

第１１条 

 市長等と議会の関係を明確にし、市民に分

かりやすい議会運営を行うことを定めてい

ます。 

 第１号は、本会議や委員会での質疑応答

は、論点・争点が明確になる一問一答方式で

行うこととしています。 

 第２号は、これまで会議では議員は「質問

する人」、市長等は「答える人」でしたが、

より活発な政策議論を行うため、市長等に議

員に対して逆に質問することができること

としました。 

 



（文書での質問） 

第１２条 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由

して市長等に対し文書質問を行うことができるものとする。こ

の場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。

 

 

 

（市長等による政策等の形成過程の説明） 

第１３条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、その

政策水準を高めることに資するため、市長等に対し、次に掲げ

る事項について明らかにするよう求めるものとする。 

(1) 必要とする背景 

(2) 提案に至るまでの経緯 

(3) 市民参画の実施の有無とその内容 

(4) 総合計画との整合性 

(5) 財源措置 

(6) 将来にわたるコスト計算 

２ 議会は、前項の政策の提案を審議するに当たっては、立案、

執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後に

おける政策評価に資する審議に努めるものとする。 

 

（市長等の予算・決算における説明資料作成） 

第１４条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規

定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の

作成を市長等に求めるものとする。 

 

 

（計画等の議決） 

第１５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議

会と市長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ

市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するため、次

の各号に揚げるとおりとする。 

(1) 法第２条第４項に規定する基本構想に基づく基本計画の

策定及び変更に関すること。 

(2) 都市計画に関する基本的な方針の策定及び変更に関する

こと。 

(3) 地域福祉に関する計画の策定及び変更に関すること。 

(4) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及

び施策事業で別に定めるもの 

 

第１２条 

 議員が市長等に対して正式に質問を行う

ことができるのは、会期中の「議案への質疑」

と「一般質問」に限られていましたが、閉会

中でも議長を経由して文書による質問をす

ることができるようにしたものです。 

 

第１３条 

 市長等が重要な政策を提案する場合、その

政策の正当性や実施方法について詳しく審

議できるように市長等に対して説明を求め

ることとしています。 

 第２項では、示された内容を基に議論を行

ってポイントや問題点が市民にも分かるよ

うにすることと、それを基に執行後の評価を

行うこととしています。 

 

 

 

 

 

第１４条 

 予算、決算の審議に当たっては、市民への

情報公開も視野に入れて、分かりやすい説明

と資料の作成を行うよう市長等に求めるこ

とを定めています。 

 

第１５条 

 市民の生活に大きな影響がある計画等に

ついては、これまで地方自治法に定められて

いる限られた範囲でしか議決していません

でしたが、範囲の外にあった重要計画等につ

いても議会で議論を行うことで、市長等だけ

でなく議会も責任を担うことと、公開の場で

論点・争点を明らかすることで透明性を高め

ていくことを定めています。 

 

 

 

 

 



   第４章 議会の適切運営 

（自由討議による合意形成） 

第１６条 議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審

査にあたり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けた自由

討議等を通じて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとす

る。 

２ 議員は、議員相互間の議論により、積極的に政策、条例及び

意見書等の提案に努めるものとする。 
３ 議長は、市長等に対する会議への出席要請を必要最小限にと

どめるものとする。 
 

 

 

 

 

 

（議員全員協議会） 

第１７条 議長は、議会としての共通認識の醸成及び合意形成を

図るため、議員全員協議会を開催することができるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員会の適切運営） 

第１８条 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政

課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を

充実強化するものとする。 
２ 委員会は審査に当たって、市民に対し積極的に情報公開を行

うとともに、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する場

を設けるよう努めるものとする。 
 

第５章 議会及び事務局の体制整備 

 （議員研修の充実） 

第１９条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るた

 

第１６条 

 これまで本会議や委員会においての話し

合いは、市長等への質問が中心で、議員同士

の話し合いがされてきませんでした。そこで

合意に至るまでの過程を明確にし、責任ある

表決と市民への説明を行うために、議員間で

自由に議論をする機会を多く設けることと

しています。 

第２項では、議員の間で話し合いを行っ

て、積極的に政策等を提案していくよう努力

することとしています。 

第３項では、市長をはじめとする職員への

出席要請は、第１項のことから答弁に必要な

最小限にとどめることとしています。 

 

第１７条 

 本会議や委員会で話し合うことができる

のは、議案やその委員会の担当する事項に限

られるほか、話し合う方法についても制約が

あります。そこで、議員全員で自由に話し合

うことが必要なことだと議長が判断した時

に議員全員協議会を開催することとしてい

ます。 

 議員全員協議会は、法律（地方自治法第１

００条第１２項の「協議又は調整を行うため

の場」）に基づいた、本会議や委員会と同様

の正規の会議として位置付けることとして

います。 

 

第１８条 

 委員会は、新たに生じる課題に対応してい

くため、その活動の充実強化に努めることと

しています。 

 第２項では、これまでの議会の中だけでの

活動から外に出て情報を発信し意見を取り

入れるために、市民と自由に意見交換できる

場を設けるよう努めることとしています。 

 

第１９条 

 市民の声を行政に届けるため、議員個々は



め、議員研修の充実強化に努めるものとする。 

２ 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、

市民各層等との研修会を開催することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 （議員の調査研究活動） 

第２０条 議員は、政策立案、政策提言等を行うため、調査及び

研究に努めなければならない。 

２ 議員は、前項の調査及び研究に資するために、別に条例で定

めるところにより交付される政務調査費を適正に執行しなけれ

ばならない。 

３ 政務調査費は、その透明性を確保するため、その使途を公開

するものとする。 

 

 （議会事務局の体制整備） 

第２１条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るた

め、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものと

する。 

２ 議長は、前項の充実強化のため、専門的な知識経験を有する

職員の配置に努めるとともに、職員の専門的能力の養成を行う

ものとする。 

 

（議会図書室の設置・公開） 

第２２条 議会に、議会図書室を設置する。 

２ 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるも

のとする。 

３ 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図

書の充実に努めるものとする。 

 

第６章 議員の定数、報酬、政治倫理 

（議員定数） 

第２３条 議員定数は、別に条例で定める。 
２ 議員定数の条例改正に当たっては、人口、面積、財政力、事

業課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民

の意見を参考とし検討するものとする。 
３ 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び

もちろんですが議会としても議員の資質向

上に努めることとしています。また、この研

修会の目的としては、議会全体として問題点

を把握し、意識を高めていくことも含まれて

います。 

 また、研修会の実施に当たっては、専門家

や市民の参加を呼びかけ、意見を聴いたり一

緒に考えたりすることができることとして

います。 

 

第２０条 

 議員は常に自己研鑽に努めることとして

います。 

 第２項では、調査研究のために交付される

政務調査費を適正に使うよう定めています。

 第３項では、政務調査費の使い道をホーム

ページなどで公開することとしています。 

 

 

第２１条 

 議会・議員の補佐を行う機関である議会事

務局の体制強化に努めることとしています。

 

 

 

 

 

第２２条 

 議員の調査研究のため現在設けられてい

る議会図書室の充実に努めることを定めて

います。 

 第２項では、議会図書室は、議員だけでな

く誰でも利用できることを定めています。 

 

 

第２３条 

 議会で定数について検討する場合は、市の

現状や将来の展望だけでなく、市民の意見を

取り入れることとしています。 

議会として議案を提案する場合も、明確な

改正理由をつけて説明することと定めてい



市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会又

は議員が提出するものとする。 
 

（議員報酬） 

第２４条 議員報酬は、別に条例で定める。 

２ 議員報酬の条例改正に当たっては、行財政改革の視点だけで

はなく、市政の現状及び課題を十分に考慮するとともに、市民

の意見を参考とし検討するものとする。 

３ 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び

市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会又

は議員が提出するものとする。 
 

（議員の政治倫理） 

第２５条 議員は、市民の信託にこたえるため、高い倫理的義務

が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心と責任

感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければ

ならない。 

２ 議会は、議員の政治倫理に関して別に定める。 

 

第７章 議会の改革推進と見直し手続 

 （議会改革） 

第２６条 議会は、市民の意思を市政に的確に反映させるため、

議会改革に継続的に取り組むものとする。 
２ 議会は、前項の議会改革に取り組むため、議員で構成する議

会改革推進会議を設置するものとする。 

 

（見直し手続） 

第２７条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されて

いるかどうかを検証するものとする。 

２ 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と

認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成○○年○○月○○日から施行する。 

 
 

ます。 

 

 

第２４条 

 議員報酬の改正を議員が提案する場合も

同様に市民の意見を取り入れて十分に検討

し、明確な理由を説明して提案することを定

めています。 

 

 

 

 

第２５条 

 議員は、市民の代表者としての高い倫理義

務が課せられており、それを常に自覚して行

動しなければならないことを定めています。

 政治倫理については別に定めることとし

ています。 

 

 

第２６条 

 議会改革に取り組むため、議会改革推進会

議を設置することを定めています。 

 議会改革を一時的なものにしないために

常に取り組んでいくものとしています。 

 

第２７条 

 前条の議会改革推進会議を中心に、この条

例の目的が達成されているかを検証するこ

とを定めています。 

 ここでは見直し時期を定めず、常に検証を

行ってくこととしています。 

 第２項では、改正が必要と認められるとき

は、議会基本条例をはじめとする関係条例等

の改正を行うことを定めています。 

 

附則 

 条例がいつから効力を発揮するかを定め

ています。 

 


